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研究の背景と目的

地球表面積の約７０％は海洋が占めており、数多くの海洋生物がそこに生息している。当然

のことながら、我々人間も有形無形の海の恩恵を受け生活を営んでいる。

近年、日常的に発生する工場排水の流入、船舶からのビルジやダーティバラスト等の排出、

続発するエクソンバルディーズ号、ナホトカ号などの大規模油流出事故によって、海洋環境の

汚染は後を絶たない状況にある。

これまで、数々の大規模油流出事件を契機として、原油や重油等に含まれる油成分そのもの

についての毒性や分解性は、各方面で検討されてきている。

しかし、重油等には石油製品の機能向上や保管上の問題を改善するため、各種の石油製品添

加剤が添加されている場合があるが、この類の石油製品添加剤についての毒性や分解性につい

ては検討されていない。

したがって、石油製品添加剤自身の毒性や分解性及び石油製品添加剤が油の毒性や分解性に

及ぼす影響について調べることにより、これら石油製品添加剤を含有する油が海難事故等によ

り海洋に流出した場合の海洋環境に及ぼす影響について検討する。

研究の成果

１．石油製品添加剤の生分解化学種の選定及び前処理方法等の検討

石油製品添加剤は、一般的に界面活性剤等の添加目的機能を有する薬剤と、これが油になじ

みやすくするための溶剤とを混合して製品にしているものが多く見られることから生分解化学

種として界面活性剤を選定し、生分解指標化学種を機器により分析するための前処理方法及び

機器の最適な分析条件を調べ、石油製品添加剤の分析手法について検討を行い、入手した１１

種類の石油製品添加剤のうち８種類について、その前処理方法を確立した （図１）。

２．石油製品添加剤自身の毒性及び生分解性の検討
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石油製品添加剤自身の毒性について試験を行うため、従来より油処理剤等の型式承認試験に

おいて、対生物毒性試験として行われているスケレトネマ・コスタツム及びヒメダカを用いた

試験方法に準拠し、石油製品添加剤の毒性試験を実施したところ、スケレトネマ・コスタツム

による試験においては、一部の石油製品添加剤を除き１～５ｐｐｍの低濃度でなければスケレ

トネマ・コスタツムの増殖が認められず、総体的に石油製品添加剤の毒性が強いことがわかっ

た （表１）。

また、ヒメダカによる試験においては、粗悪油スラッジ改質剤及び乳化防止剤を除く石油製

品添加剤のＬＣ５０が１６～４００ｐｐｍであり、油処理剤の基準である３，０００ｐｐｍと

比較しても毒性が高いことがわかった （表１）。

今回試験に用いた石油製品添加剤自身の生分解性については、粗悪油スラッジ改質剤のよう

にかなり分解されるものもあるが、その他の多くは重量比で２～３３％程度であることが判明

した （表２）。

３．石油製品添加剤自身の生分解前後における毒性変化等の検討

生分解前後の石油製品添加剤の毒性については、スケレトネマ・コスタツム等の試験におい

て、生分解後の石油製品添加剤ごとに違いはあるものの、１～０．５ｐｐｍの低濃度でなけれ

ばスケレトネマ・コスタツムの増殖が認められず、生分解前の濃度が１～５ｐｐｍであること

から、生分解後の石油製品添加剤の毒性は、生分解前の毒性より若干強くなる傾向が認められ

る （表３）。

このことは、石油製品添加剤が有効成分である界面活性剤と石油系の溶剤から構成されてお

り、生分解実験において、毒性の低いと思料される石油系の溶剤が生分解を受けたことから界

面活性剤の濃度が高くなり毒性が現れた結果ではないかと考えられる。

４ 添加油と未添加油の生分解前後の毒性変化等の検討

スケレトネマ・コスタツムによる試験において、石油製品添加剤未添加のＡ、Ｃ重油は濃度

が１０ｐｐｍでスケレトネマ・コスタツムの増殖が認められるのに対し、添加油のスケレトネ

マ・コスタツムの増殖が認められる濃度は５ｐｐｍであることから、石油製品添加剤を重油へ

添加することにより重油の毒性が強くなる傾向が認められる （表４）。

また、生分解後の添加油のスケレトネマ・コスタツムが増殖できる濃度は５ｐｐｍであり、

生分解前の添加油と比較しても顕著な変化は認められない （表４）。

このことは、重油へ添加する石油製品添加剤自身の濃度が非常に微量であり、重油自身が極

端に強く分解を受けなかったこと等から、顕著な変化が認められなかったものではないかと思

われる。

よって、この試験においては、通常使用する石油製品添加剤の添加量であっても、重油の毒

性に与える影響は少なからずあるものと思われる。

また、海洋微生物による生分解実験後抽出した重油をガスクロマトグラフにより測定したと

ころの、滅菌海水に入れた重油と比べて、石油製品添加剤未添加の重油はアルカンのピークが

減少しているが、石油製品添加剤を添加した重油は、添加剤の種類によってその程度は異なる

ものの、石油製品添加剤未添加の重油に比べてアルカンのピークが残存している （図２）。

このことから、石油製品添加剤が重油に添加されることにより、重油の生分解性を阻害する



- 3 -

傾向があると考えられる。

研究のまとめ

本研究において、石油製品添加剤自身のスケレトネマ・コスタツム及びヒメダカに対する毒

性並びに生分解性への影響については、油処理剤の毒性と比較すると非常に高く、また重油の

毒性と比較しても高いことが判明した。

生分解前後の毒性変化については、石油製品添加剤を生分解することにより、毒性が高くな

ることが判明した。

重油へ石油製品添加剤を添加することにより、海産珪藻であるスケレトネマ・コスタツム

に対する毒性及びヒメダカに対する毒性は、高くなる傾向が認められ、また、重油の生分解性

を阻害する傾向も認められた。
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増殖が認 増殖が認 増殖が認 増殖が認

められる められる められる められる

石油製品添加剤 濃度 濃度 添加油及び未添加油 濃度 濃度

生分解前 生分解後 生分解前 生分解後

( ) ( ) ( ) ( )ppm ppm ppm ppm
高濃度燃料油添加剤 ０．５ ０．５ 高濃度燃料油添加剤 ５以下 ５以下

水分分離剤 １ ０．５ 水分分離剤 ５以下 ５以下

溶解分散型燃焼促進剤 １ ０．５ 溶解分散型燃焼促進剤 ５以下 ５以下

粗悪油スラッジ改質剤 ５ １ 粗悪油スラッジ改質剤 ５以下 ５以下

燃焼促進型防食剤 １ ０．５ 燃焼促進型防食剤 ５以下 ５以下

分散燃焼促進型防食剤 １ ０．１ 分散燃焼促進型防食剤 ５以下 ５以下

油中水滴型水分離剤 １ ０．５ 油中水滴型水分離剤 ５以下 ５以下

防カビ剤 ３ １ 防カビ剤 ５以下 ５以下

未添加油（Ａ重油） １０以下 １０以下

表３：生分解前後の石油製品添加剤自身の 未添加油（Ｃ重油） １０以下 １０以下

毒性試験結果（ｽｹﾚﾄﾈﾏ・ｺｽﾀﾂﾑ）

表４：生分解前後の添加油等の毒性試験結果

（ｽｹﾚﾄﾈﾏ・ｺｽﾀﾂﾑ）

Ｃ重油（滅菌海水） Ｃ重油（生分解後）

燃焼促進型防食剤添加油（生分解後）

図２：ガスクロマトグラフによる分析結果例




